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●申請・お問い合わせ先……………福祉課総合福祉担当 　６２－３４３６ 

のお知らせ 
臨 時 福 祉 給 付 金  
子育て世帯臨時特例給付金 

　平成26年４月からの消費税率８％へ引き上げに伴い、町民税非課税世帯及び子育て世帯に対し、 

臨時的な給付措置として、「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されるこ 

ととなりました。（受け取ることができるのは、どちらか１つの給付金です。） 

　真室川町では、該当が見込まれる方には、個別に７月上旬までに申請書をお送りします。該当す 

ると思われる方で、お手元に申請書が届かない場合は、下記にお問い合わせください。 

《加算対象者》  
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等 
　の受給者（平成26年３月分の受給権があり、４ 
　月分または５月分の年金の支払いがある方。） 
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など 
　（平成26年１月分の手当等を受給している方。） 

※税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除にお 
　ける配偶者、扶養親族（16歳未満の年少者含む）、 
　青色事業専従者及び白色事業専従者 

●支給対象者 
　平成26年度分の住民税が課税されてい

ない方が対象です。ただし、以下の場合は

除きます。 

　・住民税（均等割）が課税されている方

　　の扶養親族である場合 

 

 

　・生活保護の受給者である場合 

●支給額 
　・１人につき10,000円。下記の《加算

　　対象者》は1人につき5,000円を加算。 

●支給対象者 
　次の全ての要件を満たす方が対象です。  

①平成26年１月分の児童手当・特例給付

　受給者 

②平成25年の所得が児童手当の所得制限

　限度額未満 

 
●対象児童 
　支給対象者の平成26年1月分の児童手当・

特例給付の対象となる児童。ただし、以下

の児童は除きます。 

　・「臨時福祉給付金」の対象となる児童  

　・生活保護の受給者となっている児童 

 
●支給額 
　・対象児童1人につき10,000 円。 

全戸配布のチラシもあわせてご覧ください。 

臨時福祉給付金 

住民税の非課税者 

対象者 

年金や児童扶養手当等の受給者は１万５千円 

※課税者の扶養親族や生活保護受給者等は除く 

１人につき１万円 

子育て世帯 
臨時特例給付金 

児童手当の受給者 

対象者 
１月分の 

※児童手当の所得制限限度額以上の方や生活保護受給者等は 
　除く 

子ども１人につき１万円 

申請受付期間：6月30日～10月31日 
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